
目

次

告

示

○
結
核
予
防
補
助
金
の
基
準
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
県
土

整
備
事
務
所
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号
）
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
度
に
お
け
る
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

補
助
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
額
の
合
計
額
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
補
助
対
象
経
費
（
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
経
費
を
い
う
。
）
の
実
支
出
額
又
は

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
に
要
し
た
経
費
か
ら
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額

の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額
と
す
る
。

基

準

額

補
助
対
象
経
費

一

四
百
五
十
四
円
に
医
療
機
関
で
レ
ン
ズ
カ
メ
ラ
に
よ

り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

四
百
七
十
八
円
に
医
療
機
関
で
七
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

ミ
ラ
ー
カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ

数
を
乗
じ
て
得
た
額

三

五
百
六
円
に
医
療
機
関
で
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ミ

ラ
ー
カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ
数

を
乗
じ
て
得
た
額

四

千
七
百
六
十
七
円
に
医
療
機
関
で
直
接
撮
影
を
受
け

た
者
の
延
べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

学
校
又
は
施
設
の
長
が
感
染

症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
行
う
定
期
の
健

康
診
断
に
要
す
る
経
費

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
報
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第
九
百
九
十
二
号

令
和
七
年十

一
月
十
四
日

（
金
曜
日
）



一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
太
田
建
設
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

太
田
一
世

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
前
萢
三
三
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
六
三
四
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
及
び
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
九
月
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
佐
藤
設
備

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤
良
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
増
館
字
富
岡
一
七
五
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
五
）
第
一
一
八
九
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
管
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
造
園
工
事
業
及
び
水
道
施

設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
東
光
メ
タ
ル

二

代
表
者
の
氏
名

常
田
勝
孝

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
幸
畑
字
谷
脇
六
七
の
六
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
〇
〇
三
〇
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
九
月
三
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
及
び
板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

青
森
市
管
工
事
業
協
同
組
合

二

代
表
者
の
氏
名

佐
々
木
昭
仁

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
本
町
四
丁
目
三
の
一
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
五
）
第
一
〇
〇
七
〇
〇
号
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五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
新
時
代
松
橋
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

加
藤
喜
行

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
金
木
町
喜
良
市
坂
本
五
六
の
三
四
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
四
〇
〇
二
八
三
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
九
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
石
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係

る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
七
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
共
進
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

奥
沢
修

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
下
境
三
〇
の
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
一
一
八
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
九
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
管
工
事
業
及
び
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
九
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

二
北
運
送
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

沼
田
か
お
る

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
字
柳
沢
五
九
の
二
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
一
二
七
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由
に
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よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


